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広報

新型コロナウイルス感染症の影響により、「区民のひろば」の催しものなどの開催が中止・延期となる場合があるため、掲載を休止します。

玄関先や店先を
花や緑で飾りましょう

 （プランター設置費用助成）
玄関先や店先に
花や緑を植えた
プランターを置
く場合、かかっ
た経費に対して
助成をします。
▷助成対象　自らの敷地内で、道路に
面した場所に設置するプランター、
花苗等購入経費

▷条件　新たに設置するプランター等
の面積が0.25平方メートル以上（新
聞紙1面以上の広さ）になること

※プランターの大きさ、植える植物等
条件があります。材料購入前に必ず
下記へお問合せください。
※予算がなくなり次第終了。
▷問合せ　環境課 TEL（5246）1323
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6月23～29日は男女共同参画週間です 問合せ 男女平等推進プラザ（生涯学習センター4階） TEL（5246）5816

●はばたき21相談室
相談の種類 	こころと生きかたなんでも相談（要予約） 	女性弁護士による法律相談

（要予約）

内容
女性カウンセラーによる、自分の生き方や
身近な人間関係・パートナーからの暴力・
性的指向および性自認などに関する相談

女性弁護士による、離婚や親
権・相続などの法律相談

相談日時
（1回50分以内）

火・土曜日午前10時～午後4時
水・木曜日午後5時～9時
※火・土曜日は託児（1歳以上の未就学
児）あり

第2水曜日午後1時～4時
第3木曜日午前10時～午後1時
第4火曜日午後4時～7時

相談方法 	面接（女性のみ）、電話（どなたでも） 	面接（女性のみ）

申込み
問合せ

男女平等推進プラザ TEL（5246）5819
※日曜日、第1・3・5月曜日（祝日の場合は翌日）を除く午前9時～午後5時
※法律相談の予約は、相談日の属する月の1日から受付

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、相談方法については調整させてい
ただきます。また、相談予約時間帯等も変更になっていますので、詳しくは予約時にお
問合せください。

生涯学習センター4階にある、男女平等を推進するための区の拠点施設です。区民の学
習・研修の場として、講座の実施や男女平等に関する図書の提供、相談事業の実施の
ほか、男女平等を進める活動をしている個人や団体の活動・交流支援などを行っています。

男女平等推進プラザ「はばたき21」

男女共同参画社会とは、家庭・地域・職場・
学校などで、男女が互いにその人権を尊
重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別
にかかわりなく、その個性と能力を十分
に発揮できる社会です。そこで「男女共
同参画社会基本法」の公布・施行日の6月
23日からの1週間を「男女共同参画週間」
とし、男女共同参画社会基本法の目的や
基本理念について、理解を深めることを
目指しています。

あなたは個性と能力を
十分に発揮できていますか 区では、誰もが自分らしく生きる男女

平等社会の実現を目指して、平成27年
1月に「台東区男女平等推進基本条例」
を施行しました。この条例は、区民・
事業者の皆さんとともに、より暮らし
やすく、働きやすい台東区の実現に向
けた基本的な事項を定めています。
※詳しくは、区HPをご覧ください。

男女平等社会の実現を目指し活動する
団体への支援を目的に、男女平等推進
団体の登録制度があります。登録する
と、企画室の優先予約や使用料減額、
団体ロッカーの使用など特典を受けら
れます。

台東区男女平等推進基本条例

男女平等推進団体登録制度

● 男女共同参画週間パネル展 ●
男女共同参画週間にあわせて、下記の期
間にパネル展を開催します。
▷期間　6月23日㈬～29日㈫
▷場所　生涯学習センター1階アトリウム	

６月は食育月間！
　ライフスタイルの変化などで、「朝食の欠食」、「不規則な食事」、「栄養バランスの偏り」など食生活が乱れる
ことにより、生活習慣病につながる肥満の増加や高齢者の低栄養など、食に関するさまざまな課題が出てきます。
　食育月間を機に食に関心を持ち、日頃の食生活を見直してみませんか。

世代別の
栄養課題

孤食
朝食の欠食

朝食の欠食
過度なダイエット 生活習慣病 低栄養

乳幼児・学童期 若い世代 成人期 高齢期

　区の食育に関する取り組みや栄養成分表示の見方、食育応援ブックなど、さまざまな
食育情報が掲載されています。詳しくは、区HPをご覧ください。

基本の食生活チェックポイント
□ 1日3食
　 食べていますか？

□ 主食・主菜・副菜はそろっていますか？

□ おやつ（間食）を食べるときは時間を決めず
にダラダラ食べていませんか？

ごはん、パン、
めんなど

主食
肉、魚、卵、
大豆製品の
おかず

主菜
野菜のおかず

副菜

【おすすめのおやつ】

どれか1つ分200ml⒢

ま
た
は

2個 1本 1/2個

〈例〉
主食

副菜

主菜

問合せ 台東保健所保健サービス課 TEL（3847）9440

おやつは時間と量を決めて食べましょう。

１皿で
主食・主菜・
副菜がそろった
メニューも

区の食育ページも
ぜひご覧ください！

台東区公式LINEで情報を発信しています！

希望する情報のメッセージを受信できます

※すべてのメッセージを受信する場合も、必ず受信設定をお願いします。

情報を選択し
「設定」を
タップして完了

注意事項を
ご確認いただき

「許可する」を
タップ

メニューから
「受信設定」を
タップ

　区の取り組みやイベント等の区政情報や危機管理などの
情報を発信しています。
　台東区公式LINEのメッセージを受信するためには、登録
が必要です。右記登録コードを読み取り、ご登録ください。


